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要
旨

本
法
律
案
は
、
航
空
輸
送
網
の
維
持
、
保
安
検
査
等
の
確
実
な
実
施
、
及
び
無
人
航
空
機
の
有
人
地
帯
上
空
で
の
補
助
者
な

し
目
視
外
飛
行
の
実
現
に
向
け
た
制
度
整
備
等
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

航
空
法
の
一
部
改
正

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
世
界
的
規
模
の
感
染
症
の
流
行
等
に
よ
り
航
空
運
送
事
業
に
甚
大
な
影
響
が
生
じ
、
航
空
輸
送
網

の
形
成
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
方
針
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
定
期
航
空
旅
客
運
送
事
業
者
は
、
同
方
針
を
踏
ま
え
、
航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化

計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
定
期
的
に
、
同
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
機
の
強
取
、
航
空
機
若
し
く
は
空
港
等
の
破
壊
そ
の
他
の
保
安
又
は
旅
客
の
安
全
の
確
保
に

支
障
を
及
ぼ
す
行
為
等
の
防
止
に
関
し
、
危
害
行
為
防
止
基
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
空
港
等
の
設
置

者
等
の
職
員
は
、
旅
客
等
に
対
し
、
危
害
行
為
の
防
止
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
す
る
こ
と
等
を
指
示
で
き



二

る
こ
と
と
し
、
旅
客
等
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
無
人
航
空
機
に
つ
い
て
、
第
一
種
機
体
認
証
又
は
第
二
種
機
体
認
証
の
区
分
に
応
じ
、
安
全
基
準

に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
体
認
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
一
等
無
人
航
空
機
操
縦

士
又
は
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
資
格
区
分
に
応
じ
、
技
能
証
明
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

４

航
空
機
の
航
行
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
空
域
又
は
、
人
又
は
家
屋
の
密
集
し
て
い
る
空
域
に
お
い
て

は
、
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
機
体
認
証
を
受
け
た
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
場
合
で
、
国
土
交
通
省
が
そ
の
運
航
の

管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
飛
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正

運
輸
安
全
委
員
会
は
、
無
人
航
空
機
の
使
用
者
等
か
ら
報
告
を
徴
し
、
無
人
航
空
機
の
使
用
者
等
の
事
務
所
等
に
立
ち

入
っ
て
、
事
故
等
に
関
係
あ
る
物
件
を
検
査
し
又
は
航
空
事
故
等
関
係
者
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


